
◆◆◆ 特定販売に関する書類について ◆◆◆
◎　提出部数：１部（写しを取って、控えを保管してください。）
１．「特定販売」について
その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する要指導医薬品（特定要指導医薬品を除く）、一般用医薬品、又は薬局製造販売医薬品（毒薬及び劇薬であるものを除く。）の販売又は授与を「特定販売」といいます。（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下「法」という。）施行規則第1条の２第２項第４号）

２．「特定販売に関する書類」について

特定販売を行うためには、その薬局（又は店舗）においてその薬局（又は店舗）以外の場所にいる者に対して要指導医薬品（特定要指導医薬品を除く）、一般用医薬品、又は薬局製造販売医薬品（薬局のみ）を販売し、又は授与する場合にあっては、その者との間の通信手段その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類を提出する必要があります。（法第４条第３項第４号ロ、法第26条第３項第５号）
３．提出先
	　　　　　名　　　称
	所 在 地

	八尾市保健所

保健企画課　薬事担当
	〒581-0006
八尾市清水町1-2-5
電話(072)-994-0661


４．必要書類一覧
４－１　既に薬局又は店舗販売業の許可を取得されている方で、特定販売を新たに開始する場合、又は特定販売に関する事項に変更が生じた場合
1 変更届書（詳細は「変更届について」をご確認ください。）
2 特定販売に関する書類
４－２　薬局又は店舗販売業の新規許可申請時に提出する場合

①　新規申請に必要な書類（詳細は「薬局開設許可申請について」又は「店舗販売業許可申請について」をご確認ください。）
②　特定販売に関する書類
令和８年５月１日


八尾市保健所　保健企画課









